
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

親
権
停
止
制
度
の
適
正
な
運
用
を
図
る
た
め
、
改
正
趣
旨
の
周
知
徹
底
は
も
ち
ろ
ん
、
児
童
相
談
所
・
家
庭
裁
判
所
等
関

係
諸
機
関
の
体
制
整
備
及
び
相
互
の
連
携
強
化
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

親
権
停
止
の
請
求
が
児
童
等
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
児
童
相
談
所
長
に
よ
る

請
求
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
調
査
へ
の
協
力
等
必
要
な
支
援
体
制
を
講
ず
る
こ
と
。

三

親
権
停
止
期
間
中
に
お
け
る
児
童
相
談
所
の
保
護
者
指
導
等
、
親
子
の
再
統
合
の
取
組
の
支
援
に
努
め
る
と
と
も
に
、
児

童
相
談
所
の
体
制
整
備
や
家
庭
裁
判
所
の
保
護
者
へ
の
勧
告
制
度
等
、
支
援
充
実
の
た
め
に
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
。



四

施
設
入
所
等
の
措
置
が
と
ら
れ
た
児
童
の
退
所
後
、
再
び
児
童
虐
待
が
行
わ
れ
、
又
は
再
び
入
所
等
の
措
置
が
と
ら
れ
た

事
例
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
。
ま
た
、
児
童
相
談
所
長
が
親
権
喪
失
等
の
審
判
の
取
消
し
の
請

求
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
等
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
実
態
を
十
分
に
踏
ま
え
て
そ
の
判
断
を
行
う
こ
と
。

五

児
童
相
談
所
長
、
児
童
福
祉
施
設
の
長
又
は
里
親
等
が
一
時
保
護
中
、
入
所
中
又
は
受
託
中
の
児
童
等
に
つ
い
て
行
う
必

要
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
案
に
適
切
に
対
応
し
得
る
よ
う
、
親
権
者
に
よ
る
不
当
な
主
張
の
判
断
基
準
の
具
体
的

内
容
及
び
事
例
等
を
示
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
速
や
か
に
作
成
し
、
関
係
者
に
そ
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
研
修
の

実
施
な
ど
支
援
体
制
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

六

未
成
年
後
見
制
度
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
た
め
、
未
成
年
後
見
人
の
報
酬
に
対
す
る
公
的
支
援
、
職
務
に
伴
う
損
害
賠
償

責
任
に
関
す
る
保
険
料
の
負
担
に
対
す
る
支
援
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七

親
権
制
度
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
家
族
を
取
り
巻
く
状
況
や
本
法
施
行
後
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
懲
戒
権
の
在
り
方
や
そ



の
用
語
、
離
婚
時
の
親
権
の
決
定
方
法
、
親
権
の
一
部
制
限
の
是
非
、
離
婚
後
の
共
同
親
権
・
共
同
監
護
の
可
能
性
な
ど
、

多
様
な
家
族
像
を
見
据
え
た
制
度
全
般
に
わ
た
る
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
。

八

児
童
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
子
育
て
に
関
す
る
相
談
・
支
援
体
制
の
充
実
、
虐
待
通
告
窓
口
の
充
実
・
強
化
等
に
努
め

る
と
と
も
に
、
保
護
者
に
対
す
る
接
近
禁
止
命
令
の
在
り
方
に
つ
い
て
更
な
る
検
討
を
行
う
こ
と
。

九

児
童
の
社
会
的
養
護
に
つ
い
て
、
里
親
制
度
の
周
知
及
び
活
用
、
家
庭
的
環
境
に
お
け
る
養
護
の
推
進
に
引
き
続
き
取
り

組
む
と
と
も
に
、
親
族
里
親
へ
の
支
援
、
施
設
退
所
後
の
自
立
支
援
に
必
要
な
支
援
体
制
等
の
構
築
に
努
め
る
こ
と
。

十

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
親
権
者
等
が
死
亡
し
又
は
行
方
不
明
と
な
っ
た
児
童
等
に
つ
い
て
、
そ
の
健
全
な
生
育
と
利
益
の

確
保
の
た
め
、
未
成
年
後
見
制
度
、
親
族
里
親
制
度
等
の
活
用
を
含
め
、
適
切
な
監
護
が
行
わ
れ
る
よ
う
万
全
の
支
援
を
行

う
こ
と
。



十
一

離
婚
後
の
面
会
交
流
及
び
養
育
費
の
支
払
い
等
に
つ
い
て
、
児
童
の
権
利
利
益
を
擁
護
す
る
観
点
か
ら
、
離
婚
の
際
に

取
決
め
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
明
文
化
さ
れ
た
趣
旨
の
周
知
に
努
め
る
と
と
も
に
、
面
会
交
流
の
円
滑
な
実
現
及
び
継
続
的
な

養
育
費
支
払
い
等
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
の
検
討
、
履
行
状
況
に
関
す
る
統
計
・
調
査
研
究
の
実
施
等
、
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
二

本
法
の
施
行
後
、
親
権
停
止
制
度
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
、
裁
判
所
等
関
係
機
関
か
ら
情
報
を
収
集
す
る
な
ど
し
て
、

当
分
の
間
一
年
ご
と
に
当
委
員
会
に
対
し
報
告
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


